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■このはな館緑の講習会

　東浦ぶどうで色紙作り

　東浦特産のブドウを使って、押し花の色紙を作

ります。お部屋を秋らしく飾ってみませんか？

●と　き　10月25日（火）　午前10時～正午

●講　師　永
ながた

田　ますみ氏

●定　員　20名（先着順）

●受講料　350円　※当日徴収

●材料費　850円　※当日徴収

●申し込み

　10月11日（火）から本人が問い合わせ先へ

　※電話受付可、窓口優先

■押し花展示会

　秋の花を中心に40～50点の作品を展示します。

ぜひ、お楽しみください。

●と　き　10月24日（月）～31日（月）

　午前９時～午後４時

　※24日は午前10時から、31日は午後３時まで

●出　展　押し花グループミモザ

■共通項目

●ところ　このはな館（於大公園内）

●問い合わせ

　このはな館（於大公園内）　 ８４－６１６６

このはな館緑の講習会

　町では、平成29年度末までに介護保険地域密着

型サービス事業所の開設を希望する事業者を募集

します。

●募集施設　認知症対応型共同生活介護　１施設

●整備圏域

町南部日常生活圏域（片
かた は

葩・石浜西・生路・藤

江小学校区）

●申し込み

10月５日（水）～31日（月）に応募書類を問い合わ

せ先へ

※応募書類は福祉課で配布または町ホームペー

ジからダウンロード可

●問い合わせ　福祉課　内線１２７

介護保険地域密着型サービス事業所の開設希望者募集

　労働者の生活スタイルや家庭責任を果たすため

に、ワーク・ライフ・バランスの実現が求められ

ています。10月の「年次有給休暇取得促進期間」中、

労使協調のもと、会社の休日に年次有給休暇をプ

ラスして、連休を取りましょう。また、来年の年

次有給休暇を計画的に取得するため、労使の話し

合いにより、年次有給休暇を取得しやすい環境の

整備を行いましょう。

　10月の「年次有給休暇取得促進期間」に関する

リーフレットは、厚生労働省ホームページ（

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/

gyousei/kinrou/150609-01.html）をご覧ください。

●問い合わせ

・愛知労働局　 ０５２－２１９－５５０９

・役場　商工振興課　 ８３－６１１８

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です


